
 

事 業 報 告 書 

事業名 eMobilityシェアリング事業 

 

１ 事業の実施概要 

実施内容 鳥羽市の課題解決のために、以下の事業を実施しました。 

eMobilityシェアリング事業（電動キックボードレンタル） 

事業期間 2025年11月8日～2026年2月28日 

 

２ 事業実施の成果 

鳥羽市の課題 事業により、 

島内周遊性拡大 

という状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 

課題解決の提

言 

課題解決のためには、以下のような取組が必要とされます。 

新モビリティ等の増設及び動線への新規参入店舗等の誘致等 

 


